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２．業績の概要                       
 
■主な業績 

 令和６年度上半期の業績は、次のとおりとなりました。 

 

●損益の状況 
                                              （単位：百万円） 

項   目 令和５年９月末 令和６年３月末 令和６年９月末 
 

経 常 利 益 3,676 4,103 2,363 

当 期 剰 余 金 2,878 3,763 1,733 

 

事 業 純 益 3,053 2,751 △2,866 

コ ア 事 業 純 益 2,206 2,481 1,089 

（注）１．事業純益＝事業粗利益－経費－一般貸倒引当金繰入額    

      ２．コア事業純益（投資信託解約損益を除く）＝事業純益＋一般貸倒引当金繰入額－国債等債券関係損益－投資信託解約損益  

国債等債券関係損益は、国債等債券売却益、国債等債券償還益、国債等債券売却損、国債等債券償還損、国債等債券 

償却を通算した損益です。 

 

●主要勘定の状況 

                                              （単位：百万円） 

項   目 令和５年９月末 令和６年３月末 令和６年９月末 
    

貯 金 1,942,860 1,915,783 1,873,320 

貸 出 金 261,060 255,360 235,766 

預 け 金 1,053,211 1,073,036 1,125,671 

有 価 証 券 707,607 665,515 528,756 

 
●自己資本の状況 

                                            （単位：百万円、％） 

項   目 令和５年９月末 令和６年３月末 令和６年９月末 
 

自 己 資 本 の 額 132,094 130,268 131,923 

リスク・アセット等の合計額 1,001,585 969,957 919,331 

単 体 自 己 資 本 比 率 13.18 13.43 14.34 

 
（注）金融庁・農林水産省告示第２号「農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準」に基づき算出しています。 
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２．業績の概要                       
 
●農協法に基づく開示債権の状況および金融再生法開示債権区分に基づく保全状況 

（単位：百万円） 

債権区分 
    

債権額 
保全額 

担保 保証 引当 合計    

令和５年９月末 

破産更生債権およびこれらに準ずる債権 60 31 22 6 60 

危 険 債 権 4,679 280 96 4,302 4,679 

要 管 理 債 権 - - - - - 

 三 月 以 上 延 滞 債 権 - - - - - 

貸 出 条 件 緩 和 債 権 - - - - - 

小 計 4,740 312 119 4,308 4,740 

正 常 債 権 257,626     

合 計 262,366     
 

令和６年３月末 

破産更生債権およびこれらに準ずる債権 32 25 0 6 32 

危 険 債 権 4,646 274 100 4,270 4,646 

要 管 理 債 権 - - - - - 

 三 月 以 上 延 滞 債 権 - - - - - 

貸 出 条 件 緩 和 債 権 - - - - - 

小 計 4,678 300 100 4,277 4,678 

正 常 債 権 252,003     

合 計 256,681     
 

令和６年９月末 

破産更生債権およびこれらに準ずる債権 24 18 0 5 24 

危 険 債 権 4,603 260 94 4,248 4,603 

要 管 理 債 権 - - - - - 

 三 月 以 上 延 滞 債 権 - - - - - 

貸 出 条 件 緩 和 債 権 - - - - - 

小 計 4,627 278 94 4,254 4,627 

正 常 債 権 232,387     

合 計 237,014     

（注）１．破産更生債権およびこれらに準ずる債権 

      破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権および 

     これらに準ずる債権をいいます。 

   ２．危険債権 

      債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態および経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収およ 

び利息の受取りができない可能性の高い債権をいいます。 

   ３．要管理債権 

      農協法上の「三月以上延滞債権」に該当する貸出金と「貸出条件緩和債権」に該当する貸出金の合計額をいいます。 

   ４．三月以上延滞債権 

      元本または利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で、破産更生債権およびこれらに準ずる債 

権および危険債権に該当しないものをいいます。 

   ５．貸出条件緩和債権 

      債務者の経営再建または支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その 

他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で、破産更生債権およびこれらに準ずる債権、危険債権および三月以上延 

滞債権に該当しないものをいいます。 

６．正常債権 

   債務者の財政状態および経営成績に特に問題がないものとして、１．２．４．５．に掲げる債権以外のものに区分さ 

れる債権をいいます。 
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●有価証券の時価情報 

                              （単位：百万円） 

区     分 取 得 価 額 時   価 差   額 
 

令和５年９月末    

 売 買 目 的 - - - 

 満 期 保 有 目 的  8,614 8,743 129 

 そ の 他  693,093 698,993 5,900 

 合 計 701,707 707,737 6,030 

令和６年３月末    

 売 買 目 的 - - - 

 満 期 保 有 目 的  10,955 11,092 137 

 そ の 他  635,690 654,559 18,869 

 合 計 646,646 665,652 19,006 

令和６年９月末    

 売 買 目 的 -    -    -     

 満 期 保 有 目 的  43,685          44,375          690          

 そ の 他  473,945          485,071          11,125          

 合 計 517,630          529,446          11,815          
 

（注）１．売買目的有価証券は保有していません。 

２．時価は期末日における市場価格等によっています。 

３．取得価額は償却原価適用後、減損後の帳簿価額を記載しています。 

 

●金銭の信託の時価情報  

                                   （単位：百万円） 

区     分 取 得 価 額 時   価 差   額 
 

令和５年９月末    

 運 用 目 的 4,000 4,007 7 

 満 期 保 有 目 的 - - - 

 そ の 他 40,508 39,541 △966 

 合 計 44,508 43,549 △959 

令和６年３月末    

 運 用 目 的 1,500 1,500 - 

 満 期 保 有 目 的 - - - 

 そ の 他  29,800 29,124 △675 

 合 計 31,300 30,624 △675 

令和６年９月末    

 運 用 目 的 1,500 1,509 9 

 満 期 保 有 目 的 - - - 

 そ の 他 30,509 29,764 △744 

 合 計 32,009 31,274 △734 
 

（注）１．満期保有目的の金銭の信託は保有していません。 

２．時価は期末日における市場価格等によっています。 

３．取得価額は、運用目的金銭の信託については取得価額を、その他目的金銭の信託については償却原価適用後の帳 

簿価額を記載しています。 

  


